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漏水軽減の対象となる漏水箇所について

赤線部分の漏水が対象（地下埋設部及び壁の中等）

赤線部分の漏水が対象（メーターから受水槽手前までの地下埋設部）

①　一般家庭の場合

水道メーター

②　受水槽が設置されている建物の場合
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